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会 議 録 
 

会議の名称 

 

 

第８期 第８回 小金井市地域自立支援協議会 全体会 

 

 

事務局 

 

福祉保健部 自立生活支援課、小金井市障害者地域自立生活支援センター 

 

 

開催日時 

 

令和５年６月７日（水） 午後５時から７時まで 

 

 

開催場所 

 

小金井市役所 本町暫定庁舎第一会議室 

 

出席者 

 

 

【委員】 

〈市役所の会議室での参加〉 

加瀬 進委員（会長）、吉岡 博之委員（副会長）、石塚 勝敏委員、 

加藤 了教委員、荒井 康善委員、小根澤 裕子委員、畑 佐枝子委員、 

木下 一美委員、永末 美幸委員、中村 裕子委員、宮井 敏晴委員、 

渡邉 誉浩委員 

〈ＷＥＢによる参加〉 

田中 麻子委員、塚口 敏彦委員、佐々木 由佳委員、猿渡 太育委員 

 

 

（事務局） 

自立生活支援課長 

自立生活支援課障害福祉係長 

自立生活支援課相談支援係係長 

自立生活支援課障害福祉係主任 

小金井市障害者地域自立生活支援センター 

株式会社 名豊 担当者 

 

会議内容 

 

 

第８期 第８回 小金井市地域自立支援協議会 全体会 会議録のとおり 
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第８期 第８回 小金井市地域自立支援協議会 全体会 会議録 

 

（事務局） 

皆さん、こんにちは。定刻をちょっと回っておりますが始めさせていただきたい

と思います。開催前に事務局より連絡がございます。本日もＷＥＢと対面の併用

で会議を行います。どうぞご協力お願い致します。また、本日は障害者計画策定

についてご協議いただくにあたり、説明員として障害者計画策定受託者の株式

会社名豊さんも出席しております。 

事務局からは連絡事項は以上となります。 

 

（会長） 

そうしましたら第８回の自立支援協議会を開催したいと思います。 

本日の欠席等々について事務局から報告お願い致します。 

 

（事務局） 

事務局です。本日の欠席のご連絡をいただいているのは、高橋委員、佐々木宣子

委員、田村委員から遅れて参加というご連絡を頂いております。ＷＥＢでの参加

は佐々木由佳委員、猿渡委員、田中委員となっております。 

小金井市地域自立支援協議会設置要綱第６条２項の規定により、協議会の開催

には半数以上の出席が必要となりますが、連絡ない方を除きましても今２１人

中１４名出席がありますので、いずれにしても会議は成立することを報告いた

します。以上です。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございます。そうしましたら資料の確認を、よろしくお願いい

たします。 

 

（事務局） 

本日の資料はお持ちいただいた資料を含めてですが、障害者総合計画策定に関

するアンケート調査報告書、資料１-１ ５月期 生涯発達支援部会活動報告、

資料 1－２ ５月期 相談支援部会活動報告、資料 1-３ ５月期 社会参加・

就労支援部会活動報告、資料２ 事業評価シート（案）、資料３-１ 課題整理シ

ート（基本目標１）に関するもの、資料３-２ 課題整理シート（基本目標２）

に関するもの、資料３-３ 課題整理シート（基本目標３）に関するもの、資料

３-４ 課題整理シート（基本目標４）に関するもの、資料４ 障害者支援施設

を小金井市内に作ることを求める陳情書。 
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配布資料は以上となります。不足等大丈夫でしょうか？ 

それでは以上になります 

 

（会長） 

はい、ありがとうございます。 

今日もっとも時間をかけたいのが、協議事項の「イ 障害者計画策定に係る課題

の確認について」というところに一番時間を割きたいというふうに思いますの

で、それ以外についてはサクサクと進めていきたいと思います。どうぞご協力の

ほどよろしくお願いいたします。 

そうしましたら、私の方から生涯発達支援部会について、資料１－１をご覧くだ

さい。大きく４つ、⑴「こがねい障がい児・者ふくしサービスマップ」それから

⑵「障害者（児）・家族防災のパンフレット」それから⑶小金井市地域公共交通

活性化協議会委員の推薦、⑷障害者実行委員会委員の選出についてです。このう

ち⑶と⑷については後ほど事務局の方からご提案があると思いますので、ここ

では割愛させていただきます。小金井市のふくしサービスマップについても情

報が古くなっているということがあって新しくする必要があるということにな

ります。それからパンフレットについても残りが少ないということがあって、い

くつか足すべきことがあるだろうということになります。これについても今後

どのような体制で作っていくか、これについても後ほどまた話が出ようかと思

います。生涯発達支援部会からは以上になります。 

相談支援部会長、お願いいたします。 

 

（相談支援部会長） 

はい。相談支援部会の協議事項としてふくしサービスマップ関係、防災のパンフ

レット、あとは公共交通活性化委員の推薦と障害者週間実行委員の選出につい

て議論いたしました。 

その他といたしまして、相談支援部会として引き続き継続審議内容ですが、自立

生活支援拠点等事業について、今回、「緊急」の定義づけとかフローチャートに

ついての内容を７月の部会ですこし検討をするといった内容がなされました。

以上です。 

 

（会長） 

そうしましたら続きまして、社会参加・就労支援部会長、お願いいたします。 

（社会参加・就労支援部会長） 

はい。社会参加・就労支援部会の報告になります。今までの話と同じでマップや

パンフレットについては後ほどお話があるとのことで割愛をさせていただきま
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す。また委員の方の推薦についても特段推薦できる方が出てこなかったという

ことでございます。障害者週間実行委員の選出のところで、かなり色々意見もあ

りまして、イベントの在り方というふうなところに少し言及させていただきま

した。そちらの方は参考にお読みいただければと思います。あとはですね障害者

福祉サービス事業所の取扱い商品について、令和５年２月３日から市のホーム

ページで記事を紹介しておりますので是非皆さんの方でも見ていただけたらと

いうふうに思います。社会参加・就労支援部会の報告は以上になります。 

 

（会長） 

以上、三部会の報告を頂きましたけれども、皆さんの方からご質問等々ございま

すでしょうか。よろしいですか 

はい、そうしましたら次の議題ということで事務局の方から議題の⑵について

お願いいたします。 

 

（事務局） 

事務局です。 

小金井市地域公共交通活性化協議会委員の推薦につきましては５月１０日に開

催した専門部会におきまして協議していただき、いずれの部会からも選出され

ず、会長一任でお預かりしていたところですが、調整の結果、八木委員にお引き

受けいただけることになり、事務局の方で推薦手続きをさせていただきました

のでご報告いたします。 

 

（会長） 

はい。ありがとうございます。八木さんに一言頂こうと思いましたがいらっしゃ

らないということなので。よろしくお願いいたします。 

それでは次にアンケート調査の報告書の印刷の遅れということで、これも事務

局の方からお願いしてよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

小金井市保健福祉総合計画策定に関するアンケート調査報告書につきましては、

前回の部会に印刷が間に合わず、障害者計画に関する部分の抜粋版をお配りし

ていましたが、その後修正が終わりまして、順次皆様のお宅にお配りさせていた

だきました。 

印刷の遅れについては、他の計画において集計ミスがあったことにより大幅な

修正を要したということですが、障害者計画に関する部分につきましては集計

に誤りがないことを確認済みでございます。詳細につきましては受託者の名豊
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さんから説明させていただきます。 

 

（名豊） 

はい。株式会社名豊でございます。 

本自立支援協議会での障害者計画の審議につきましては、時間のない中委員の

皆様に内容を精査していただきまして、報告書の取りまとめをして間に合わす

ということで力を注いで頂いたと認識しております。障害以外の部分、厚い冊子

の中では、地域福祉、高齢者、そして健康づくりといったところで、他に３つの

調査がございますが、特に高齢者の調査につきまして、集計の間違いが発覚し修

正ということで、見直しに近い作業が発生してしまったところでございます。障

がいのところでは特に力を注いでいただき、納品を楽しみにしていただいてい

た方も多かったと思います。そういったところで、前回の会議に合わなかったと

いうことにつきましては大変申し訳ございませんでした。 

 

（会長） 

はい。ということで、障害者計画のところでは集計ミスはないということですが、

いよいよこの調査等々をベースにして本題に入っていきますので、ヒューマン

エラーということはあり得ると思いますが、よろしくお願いいたします。 

そうしましたら、以上で報告事項が終わりですので、協議事項に入ります。 

障害者週間実行委員の選出について、事務局の方からお願いいたします。 

 

（事務局） 

はい、事務局です。障害者週間実行委員につきましては、例年自立支援協議会か

ら２名参加していただいておりますが、５月１０日開催の部会におきまして石

塚部会長が選任され、残る１名が保留になっている状況でございますので、あら

ためてご協議をお願い致します。 

（会長） 

事務局から説明という形でさせていただきました。我こそはぜひ参加したいと

いう方が多分いらっしゃらないと思いますので、事前に実は小根澤委員の方に

お引き受けいただけると聞いておりますので、満場の拍手をもってお願いした

いと思います。（拍手） 

異議がないということで、石塚委員と小根澤委員でやっていただくということ

でお願いいたします。 

よろしいでしょうか  

それでは議題の３ 障害者計画に係る議題の確認についてになりますので、事

務局の方からよろしくお願いいたします。 
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（事務局） 

はい、事務局です。 

障害者計画の策定についてでございます。まず、スケジュールの確認をさせてい

ただきますが、大まかなスケジュールとしては、５月の部会で配布した資料７に

記載のとおり、本日課題の確認を行いまして、その課題を踏まえ８月２３日開催

予定の全体会で骨子案の提案をさせていただき、９月２０日開催予定の合同部

会で骨子案の確認をしていただく予定になっております。その間、７月７日及び

２１日に関係団体へのヒアリングを予定しておりますので、そこで頂いた意見

も皆さんに共有のうえ骨子案の参考にさせていただきます。 

なお、7月１２日に専門部会の開催予定がありますが、本日の協議の状況によっ

てはそこも活用することを想定してございます。 

では課題の確認にあたりいくつか資料を用意しておりますので説明いたします。

順番が前後して恐縮ですが資料４をご覧ください。こちらは市議会あてに障害

者支援施設、いわゆる入所施設を作ってほしいという旨の陳情書が出されてお

ります。市内関係団体からの声ということで計画策定に係る協議の参考にして

いただければと思います。 

続いて、資料２および資料３-１から３-２までにつきましては、資料の見方等に

つきまして株式会社名豊さんから説明お願いしたいと思います。 

 

（名豊） 

はい。私の方から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

資料２につきまして、まず説明をさせていただいて、課題整理シート資料３-１

から３-４につきましては少し丁寧に説明させていただきます。 

まず資料２につきましては、昨年度アンケート調査ということで当事者の方で

あるとか、事業者の方、市民の方にアンケート調査をしてですね、本当のニーズ

ってどうなっているのかなとか、どう意識が変わってきているのかというとこ

ろを把握したところです。 計画策定におきましては、やはり市が実施している

事業の評価といったところも把握していく必要があるというふうに思っており

まして、それをこれからヒアリングをしようとするといった段階でございます。

このような資料２のようなヒヤリングシートをつくって、これは左側に書いて

あるものが今の現行計画に、やりますと書いてある内容です。それが計画の期間

中にどういうことに取り組んできたのか、そしてそれが概ね計画どおりにいっ

たのか、そしてその中でうまくいかなかったこともあったかと思います。その課

題が何なのかといったところを各担当部署に書いていただいて、その結果につ

いても皆さんに見ていただいて、見直しの一つの基礎資料としていきたいなと
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思っております。これから実施ということでこちらについてはご報告というこ

とになります。 

 

（会長） 

ごめんなさい。確認ですが、資料２は、検討をシートを使って行う、そのシート

の確認ということでよろしいでしょうか。 

 

（名豊） 

はい。 

 

（会長） 

はい。ありがとうございます。 

引き続きお願いいたします。 

 

（名豊） 

続きまして、資料３-１から３-４ということで説明させていただきます。まず資

料全体の構成の枠組み、資料の見方をどうするのかというところを説明させて

いただいて、すべて読み上げてしまうと皆さんの発言の時間が少なくなってし

まいますので説明は少し少なめにして、どういう意図で作ったかということを

説明させていただきたいと思います。 

こちらの課題整理シートについては、いま小金井市さんの障がい福祉の施策と

しては４つの柱で取りまとめられています。 

一つが「市民一人ひとりの理解と交流を育む意識づくり」といったところ、二番

目が資料３－２のタイトルになっております「障がいのある人の社会参加に向

けた自立の基盤づくり」、３番目が資料３-３のタイトルになっております「障が

いのある人が安心して暮らしていくための仕組みづくり」、最後の４番目が資料

３-４の「誰もが気持ちよく共に暮らせる環境づくり」になっています。今回計

画の見直しにあたりましては、今の計画の柱ごとに特にアンケートの調査の結

果ってどうだったのか、といったところをやはり市の目指す施策の骨組みに対

してどういう意見があるのかというのを整理したほうが意見が言いやすいのか

なといったところがありましたので、アンケート調査の際は問順に対象ごとに

あったのでどこの施策にどのような意見があったのか、なかなか見づらいとい

ったところがあったかと思いますので、それをこの大きな柱４つごとに整理を

させて頂きました。 

また、１ページを見ていただきますと表のような形の部分のグレーのようなと

ころの一番上に、現計画の方向性といったところがあります。計画書をまた見る
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というのも大変かなと思いましたので、現計画、今のプランに書いてある「市民

一人ひとりの理解と交流を育む意識づくり」ってどういったところを目指して

きたの、といったところをそのまま文章として記載させていただいております。 

また、「市民一人ひとりの理解と交流を育む意識づくり」の施策にはどのような

要素が含まれているの、といったところで現計画の方向性の、真ん中に点線が引

いてあるところの下の「⑴ 広報・啓発活動」、「① 広報・啓発活動」と「② 支

えあいのネットワーク」といったところをやってきましょうといったことが今

の計画の中ではうたわれていますと。そうしたところを踏まえてこう言った柱

ごとに国の方針としてはどういったところがあるのがということであったり、

資料２の中であった事業評価、そうした内容についてもこちらの方に事業評価

を取りまとめ次第更新していきたいと思っています。アンケート調査の結果の

中で、ここの結果がポイントではないかといったところを、当事者なのか団体さ

んなのかといったところと問番号を併記しながら主な結果を記載しています。

その結果２ページ目の下段の次期計画に向けた課題がこの⑴広報・啓発活動と

いったところでどういったところが課題であるのかをあくまで案として事務局

で整理したものになります。こちらについては特にアンケート調査の結果とい

ったところを分析の軸にしながらどういったところが次期計画に向けて引き続

きやっていく必要があるのか、また新たにやって行く必要があるのか、といった

たたき案になります。皆さまにはこの結果について、もっと大事なところがあっ

たのではないかとか、昨年度の会議の中でも追加で集計をしてより深く見てい

きたい議題もでてきたといった意見を賜りましたので、今のたたき案をさらに

ブラッシュアップしていきたいなと考えおります。以上です。 

 

（会長） 

はい。ありがとうございます。今日もなかなか情報量が多かったです。これは私

の方からの提案ですけれども、課題整理シートを上から順番にというよりは次

期計画にむけた課題というのが提案というか整理というかたたき台が出ている

ので、ここについては私の方で読み上げをまず最初にさせていただいて、どんな

ことが書いてあるかというのを共有していただき、それをほかの部分でもいい

んですけどそれをベースにしながらご意見を頂くと。ただ色々あろうかと思い

ますけれどもマックス１時間。４つありますので１つ１５分ずつくらい意見を

いただいてという、そんな進め方でよろしいでしょうか 

はい。そうしましたら資料３-１の２ページ目一番下に書いてある２ページ目の

３次期計画にむけた課題⑴広報・啓発活動です。 

（資料３－１ Ｐ．２「３ 次期計画に向けた課題」読み上げ） 

という次期計画にむけた課題の整理案があって、これを基に具体的に何をどう
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していくかを今後検討していくことになろうかと思います。この広報・啓発活動

のまずたたき台ですので、こういう要素も入れるべきではないか、あるいはちょ

っと戻っていただいて先ほどの調査結果の項目について名豊さんにもう少し説

明してほしいということなどがあれば、それについて協議したいと思います。す

ぐには出ないと思いますので時間は慌てずにお目通しいただいきながらと思い

ますが。別にすぐに出していただいても構いません。 

 

(委員) 

この次期計画に向けた課題の中で、私が今まで障がいのある子を育ててきた感

覚では、啓発活動としては子どもさん達に向けて障害者に実際に触れてもらう

ことがすごく効果が大きいように感じてきました。今のところ特別支援学校の

周りの一般の学校の子どもとの交流というのは学年を絞ってやっていますけど、

それがもっと広い範囲でできたらいいなという思いです。それと副籍交流が

色々課題があって難しいようですが、副籍交流で実感のあるお付き合いが出来

て私の息子の場合はいいことばっかりだった。とっても楽しい思いを息子もし

ましたし、交流してくださった一般の学校の子どもさん方もさすが子どもだな

というか、偏見なく付き合ってくれたので障がいに対するガードの硬さは大人

より全然少ないから、なんかすぐお友達になっちゃったみたいな、まちで見かけ

たことをお母さんに言っているみたいで、子どもさん達が理解してくれること

で、家に帰っても家族に伝える効果はすごく大きいのではないかと思います。副

籍交流と学校同士の交流、まずは子どもさん達に知っていただく事がスピード

感あることじゃないかな。大人にわかってもらうということはすごく難しいと

いう実感がありますので、大人の方たちにも啓発はした方がいいですけれども、

子どもの教育のところに力を注いでいただけるといいかなということは私の感

覚では思っています。以上です。 

 

（会長） 

はい。ありがとうございます。参加いただいている皆さんは、「副籍」というの

はお分かりになりますかね。どうしましょうか、私の方から説明しましょうか。

例えば特別支援学校に通うといった場合に、元々はと言いますか、校区があって、

小学生なら小学校、中学生なら中学校にも籍を持つんですけれども、要するに特

別支援学校の生徒ですということなんですけれど、校区の小学校にももう一個

籍をもっておいて、例えば小金井一小に行く子なんだけど田無の特別支援学校

に行きましたといった場合に、学籍としては田無特別支援学校の生徒なんだけ

ど、元々の小金井一小の生徒でもありますよという位置付けをしましょうと。い

ま委員がおっしゃった副籍交流というのは、田無特別支援学校に通っているお
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子さんが田無の近所の小学校ではなく、元々の住んでいる校区の小学校と交流

ができると、普段近所にいるのだけど学校の時は違うというお友達と一緒に理

解し合えるのではないかといった仕組みです。 

歴史的にはとても古くて、かつては「居住地校交流」と言って、元々住んでいる

ところと、こういった「副籍」とか、いくつかの自治体でそういうのを始めて、

東京の場合には「副籍」と言って、住み暮らしている地区のお友達とちゃんと出

会う機会を作りましょう、そのことが大人になってからというよりも柔軟性の

ある子どものときに、もう一つは子どもが変わると親が変わっていくという効

果が大きいのかなということで、今委員のほうから「副籍交流」が大事なのでは

ないかというご意見が出されたという説明でよろしいでしょうか。 

ここでネット上で、オンライン参加の方からなにかご発言ありますか。 

話を持たせるということではないのですが、広報・啓発活動なので社会参加・就

労支援部会の方でこれに関わる議論とかあれば、石塚さんの方からご紹介いた

だければと思うのですが、直近のものでなくていいので。 

 

（社会参加・就労支援部会長） 

広報・啓発といったところですけれども、ここの真ん中の中段のところで、どの

ような場面で理解が深まっていないと感じるかについて、「障がいの理解全般」

のその次にくる「就労・働く場」というところが出てきているかと思います。や

はり働く場での理解促進ということが極めて重要なところでありますし、障害

者の雇用率の問題ももちろんあるわけですけれども、単に雇用率を守ればいい

ということではなくて働きやすい環境をいかにつくるかが極めて重要で、そう

いったところの理解促進ということがひとつ重要なのかなと思います。それか

ら障がい者の働く場といったところで、一般就労に近いところのみならずです

ね、もう少し中間的な就労的なところについてもより理解を進めていって当事

者に対しても理解をしていただきたいといったところもありますし、世間一般

的に色んな働き方があるんだというふうなことも改めてそこで知っていただく

ことが重要かなと思います。先ほどホームページに、色々、就労の作業所とかの

製品の紹介とかもありましたけれども、そういったことも一つこういったとこ

ろにつながっているのかなというふうに思います。より一層ですね、障害のある

方が行っている活動等をより深く知っていただくような場面を作っていくこと

が大事かなと思っております。以上です。 

 

（会長） 

ありがとうございます。今、社会参加・就労支援部会長に振ったのは、この広報・

啓発活動の大きな柱である障害者週間のところをどうするかというのを、今、こ
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れに入り込むと大変なことになると思いますけれども、ここは障害者週間をど

ううまく使っていくのかという課題とすごくリンクするところだというふうに

思います。 

 

（社会参加・就労支援部会長） 

今、会長の方からですね、お話がありましたとおり、障害者週間のことについて

は本当に積年の課題ですね。私も今回また改めてやらせていただいていますけ

れども、以前にも古くずっと実行委員をやらせていただいて、正にこの週間行事

をやっても当事者もしくはその関係している人達だけが集まり、身内だけで終

わっている、この行事は果たして障害者週間の目的をちゃんと成しているのだ

ろうかというふうなところ、なかなかやはり広く知っていただく課題があると

いうふうに思っています。この間の社会参加・就労支援部会でも、そういう話も

あって、まさに重要な障害者週間がやっぱりこうリーダーシップを取ってこう

世間によく知っていただくような環境つくりが必要だろうなと思います。 

 

（会長） 

ということで、まあ障害者週間だけじゃなくて障害のことでの集まりというの

が、一般の人たちに広げようとするとなかなかいつもそこに難しさがあって、下

手をすると花嫁がいない結婚式というか花婿がいないというか相手方がいない、

これは今後今回の障害者計画を検討するにあたってなんとか皆さんのお知恵を

出していただいて、かなり大胆な新しいやり方を導入しないとこれまでやって

きてなかなかうまく行かなかったのが、これまでどおりの方法では難しいので

はないか。すぐにやれるかどうか別として。 

 

（委員） 

すみません。よろしいでしょうか。 

 

（会長） 

どうぞ。 

 

（委員） 

市民に対しての理解というところで、特に聞こえないことについての理解を広

めていきたいと思っています。なかなか認知されないというところがあります。

例えば、去年オリンピックが開催されました。それと一緒にパラリンピックも開

催されています。パラリンピックというのは聞こえない人は参加できないとい

ことは皆さんご存知でしょうか。聞こえない人は参加する資格がないというこ
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となんです。代わりにデフリンピックというのがあるのです。聞こえない人だけ

が参加するオリンピックということです。デフ（聞こえない人）とオリンピック

合わせてデフリンピックという言葉があります。今度２０２５年に東京で開か

れる予定です。その開かれることも皆さんはなかなかご存じないと思います。ま

たこれを通して聞こえないことに対しての理解ということが広まるということ

が凄く大事なことだと思います。広がっていくことで、デフリンピックの成功だ

けではなく、障害者の理解を広めていく、聞こえない人が参加しやすい、そうい

う機会も増えていくことを願って、聞こえない人がいることを広めていきたい

と思っています。 

 

（会長） 

はい。貴重なご意見ありがとうございます。 

それでは一旦ですね。次の障害のある人の社会参加に向けた自立の基盤つくり」

に移らせて頂いて、これが資料３-２の２ページの下、次期計画に向けた課題と

いうところになります。 

（資料３－２ Ｐ．２「３ 次期計画に向けた課題」⑴読み上げ） 

これが子どもの方です。次に３ページのところです。 

（資料３－２ Ｐ．３「３ 次期計画に向けた課題」⑵読み上げ） 

というのが社会参加の促進ということになっています。先ほどの「副籍」という

言葉じゃないけれども、ここで出てくる「ジョブコーチ」とか「就労移行支援」

というのは多分わからない方がいらっしゃるのではないかと。そんなことはな

いですか。大丈夫ですか。特に問題ない。はい。じゃあ自立支援協議会ではＯＫ

ということで、それについては補足はなしということで、またここでもいろいろ

ご意見いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

精神障害者家族会から来ていますけど、ここにある福祉的就労における工賃の

向上のため就労施設における事業改革や受注拡大への取り組み等が必要ですと

いうことで、正にこのことを願っているわけです。 

何人かの息子さん娘さんが福祉就労していることがあるのですけども、ちょっ

と信じられないくらい工賃が低いことで意欲をなくしてしまって、結局そこに

行かなくなってしまう、通わないで家に引きこもってしまうことがままあるん

ですね。やはり工賃の問題というのは意欲を向上させるためにも、生活の問題も

そうですけど重要だと思います。これは市の問題だけじゃないもっと大きな国

や都の問題でもあるわけで、是非これを願っているところです。 
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（会長） 

はい。ありがとうございます。 

これも重要なポイントで、確認をしつつ、これもなかなかいい案が出てこないと

いうのが現実です。今頭の中で計算したら僕が障害福祉に携わりはじめて３０

年超えたんだなと思うんですけど、３０年前から同じことを話している。３０年

たっても同じことを話している、一体どういうことなんだと。額面が変わってい

ないですよね。 

 

（委員） 

すみません。 

 

（会長） 

どうぞ。 

 

（委員） 

ここで話し合うこととはちょっと違うかもわからないですけれども、この「まち

づくり」というのが出てきたじゃないですか、これは物理的なことを言っている

のではないと思うんですが、物理的にも障がい者の施設がセンターとか辺鄙な

ところにあるなと感じているんですね、追いやられている感があるなといつも

感じるんですね、物理的にもまちづくりをするときに自然に障がいがある人も

ない人も、交流が自然にできる場所にそういうものを作るというふうな作り方

にしてあれば、理解してくれていないとかが自然に解消されるではないかと私

は常々思っていて、自然に交流していく中でこういう人でこうなんだな、こうい

う人だなということがお互いわかっていける、学んでいける、知っていけるのじ

ゃないかなというふうに思っていて、そういうまちづくり、小金井市というので

こういったまちづくりをしていけたらいいのになとすごく思います。ごめんな

さい、少しずれているのかもしれないけれど、そういった言葉から根本的なとこ

ろからやっていけば教育にしてもなんにしても、当たり前でそれが自然よとい

うスタイルで子どもの時からそういう大人になっていけば、こういうことも、

「え、なに言ってるの、当たり前じゃない」ということが心に中に育っていくと

思います。以上です。 

 

（会長） 

ありがとうございます。基盤となる非常に重要な部分をご指摘いただいたのか

なと思います。 
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（委員） 

職場のことが出てきましたけれど、例えば、ヨーロッパなんかだと、駅のカフェ

とかで障がいのある人たちが働いているということが自然にあるかと思うので

すが、そういうのが日本でもやっていけたらいいなというふうに感じたりもし

ます。ごめんなさい。追加でした。皆が使うところでそういうことが出来たらい

いなと思います。 

 

（会長） 

はい。これをまた社会参加・就労支援部会に投げると大変かな。ちょっとご発言

いただいた方がいいかな。 

 

（社会参加・就労支援部会長） 

はい。社会参加・就労支援部会長です。この社会参加の促進のところでですね、

特に手帳を持ってらっしゃる方、持ってらっしゃらない方がいらっしゃるかと

思いますが、最近私どもに相談が多くみられるのは発達障害だと疑われるよう

な方、なかなか仕事の定着が難しい方々がいらっしゃったりします。このような

方々をやはり社会とちゃんと繋がっていくと考えたときに、今までの目標とす

る一般就労を目指すんだということだけではなくてですね、やはり地域共生社

会といった中で、地域の中でそういった方が参加できるようにしていくことが

すごく大事かなと思っています。そういったところではフォーマルな制度的な

連携も必要ですけれども、一方でインフォーマルな関わりの中で作っていくの

も必要なのかなと思っています。 

私どものところで、私は今権利擁護センターという肩書で出ているのですが福

祉相談窓口という部署も担当しています。地域の商店会さんの方とつながって

いく中で発達障害のある方、なかなか社会と繋がれない方を就労という形に結

びつけたりとかをやったりしています。それが商店の方からするとリスクもあ

るし、大変であるので、そこを支援してもらえると助かるのだということも話を

したりしています。商店会に入っているお店だとそんなに長い時間じゃなくて

いいんだけど、週何日かの１時間とか２時間でもいいからなんかやってくれる

人、それを一般に募集するとなかなか集まらない。そういったところをなかなか

社会と繋がれていないのだけど長時間は難しいなという人とマッチングできた

らいいんじゃないかというふうなことを話したりしています。そういったとこ

ろで、地域の中でそういう障がいのある方、疑いのある方が繋がっていくことで、

より理解を促進していていく、そういったものにも繋がっていくんではないか

なと思っています。今までの制度的なところだけではなく、そういった地域の力

も借りていく方向性ですね、協力していくことがすごく極めて大事なことなの
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ではないかなとここの部分では思っています。以上です。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございます。 

 

（副会長） 

読んでいて自分自身でもわからなくなってきちゃったところがありまして、と

いうのはなんでかというと、「社会参加に向けた自立の基盤づくり」とうたって

いるのですけど、教育の部分が出てきたりというので、ちょっと別物じゃないか

というような思いをもってしまう人がいるんではないかなと思います。だから

例えばこの教育の部分でなんでこういう早期発見早期療育が必要かというと、

おそらく多様な社会参加に向けた基盤づくりという部分では教育の必要性とか、

あとは大人になってくれば今度は就職云々があるからこういうことも必要なん

だよ、だからこれが全般的な社会参加の基盤という一本筋を通しておいてその

中で教育とか就労とかって作った方がいいのかなと思うんですね。この現計画

の方向性でも社会参加の事が書かれているのと、あとはサービスを受ける体制

とかということになっていまして、社会参加からなんか離れている気がしてい

ます。うまい言い方で次期計画に向けた課題として一本筋を通したような流れ

がいいと感じました。 

 

（会長） 

自立の基盤づくりをどういう立て付けにするかということ、わかるようにした

方がよいという意見をいただいたんで、そのたたき台は副会長から出てくると

いうことを期待しています。でもそこらへんは一緒に検討していきたいという

ふうに思います。 

はい、またもとに戻るとしても、じゃあ次に資料３－３の次期計画に向けた議題

です。 

（資料３－３ Ｐ．３「３ 次期計画に向けた課題」読み上げ） 

ということで、ここは具体的なサービスについてということで⑴から⑹までに

なっております。それぞれの内容についてでも結構ですし、こういう項目を明確

に追加したほうがよいのではないかといったご意見でも結構ですので出してい

ただければと思います。 

 

（社会参加・就労支援部会長） 

この中でまず⑶に出てきている「相談支援・情報提供体制」のところと、最後⑹

「サービス利用に結びついていない人への支援」、要するに制度の隙間に落ちて
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いるような方々をどのように支援していくかということかと思います。現在小

金井市の方でも重層的支援体制整備事業の中、移行準備に入られていると思い

ます。その中で言われているのが相談支援事業を整えましょうと。ですから包括

的な相談支援体制についてはどんな相談も断らないというふうに受け止めるこ

とが言われていて、これは相談支援事業所、高齢で言えば包括支援センターと私

も担っております自立相談支援機関、包括的相談支援体制の中で主にちゃんと

相談を受けていきますと言われているところになるかと思います。そういった

今後小金井市が進めていく包括的な相談支援体制というところも何らかの形で

具体的に書かれている、そういったところが解決、すべて解決するわけではない

ですけれどもそういったところに取り組みとして出すことが出来るのではない

かなと思います。以上です。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございます。 

 

（委員） 

はい、⑶の相談支援・情報提供体制のところなんですけれども、市役所でのいろ

いろ相談というのはあるけれども、小金井市の福祉総合相談窓口というのを設

置されてから日が浅いというか令和２年１０月からなんですかね、開設したと

いうことであまり利用されていないというか知られていないというところがア

ンケートに出ていて、社会福祉協議会についても然りなんですけれども。これを

市民の皆さんになんでも一旦は受けると、内容をみると大変幅広い悩みや問題

を受けとめる相談になっているわけなので、この福祉相談窓口を、市民にもっと

もっと身近な窓口だということを知ってもらう。広報にしろ啓発にしろ必要か

なというふうに思っています。ほかのアンケートの項目を見ても障害者計画と

同じような傾向が福祉計画なんかについてもありますので、やっぱり共通して

いるところかなという気がします。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございます。 

ここはたぶん社会福祉協議会本来の仕事の大きな柱になるところだと思います。 

ここのところでは、色んな機会にですね相談、相談、相談と出てきますが、相談

支援部会長いかがでしょうか。 

 

（副会長） 

ありがとうございます。確かに１番、色んな理解を深めるというところだと、少
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し共通していると思うんですけど、色んな情報を提供するのは徐々に広がって

きていると思うでのすが、そこを積極的に取りにいかない人たちもいるんです

ね。だからそんなことは早くいってくれればよかったのにと、後悔をすることが

ある人たちがいることもひとつですので、そこでこのアンケート調査のなかに

ヒントがあるのがですね、知的の障がいの方の福祉サービスの情報の入手先の

ところでは、「家族・親戚、友人・知人」とありますね、身体障がいの方では「市

の広報やパンフレット等」、精神障害では「インターネット」と、知的の人のパ

ーセンテージが高いところで家族・親戚、友人・知人の中に、その方たちを巻き

込んで相談支援事業所の方が少しお節介的にアウトリーチでこんなお得な情報

がありますよというような体制が整うとちょっとまた違った形になるのかなと

いうこととですね。実はいろいろ書いてあるんですが、サービスを提供する事業

所がないということが非常に辛いところでして、この⑹の「サービス利用に結び

ついていない人への支援」は情報提供だけじゃなくて、本当にサービスそのもの

が支給量が出されてなくて、やる事業所もないということで、支給されたサービ

スが使いきれてないという方もいますので、そういうところを踏まえて少し形

を作っていったほうがいいんではないかなと思います。はい、以上です。 

 

（委員） 

あの、今副会長がおっしゃったことをそのまま言おうかなと思っていたんです

けど、副会長さんがおっしゃっていただけた。 

私が実感した気になった経験で、知的障がいの方が情報収集をどこからという

ことで家族・親戚、友人・知人ということだと、私はその知人ということだと思

うんですが、田無の高校生が卒業後のことが心配で聞いてこられた方が何人か

いました。 

「なんで私に聞くの」って思うのですが、やっぱり聞きにくいんでしょうね。色

んな相談窓口があるのに行かない、知っているからって連絡してこない。色んな

方がいました。「うちの子は特別障害が重いので障害者福祉センターに入れる」

と自信満々におっしゃった方がいました。どうしてそんな自信持っちゃったか

なと思って、「いや違うのよ」と言って、「え、違うのですか。」って言ったり、

またこの⑹のサービス利用に結びついてないという方の中には、「うちの子は特

別障害が重いので、事業所に嫌われるからサービスを利用できない」と思ってい

る方もいるんです。そのお二人とも誤解ですよね。情報が提供されているはずで

すよ。でもきちんとキャッチできないのだなと思って、そこを手伝ってあげなけ

ればいけないんだなと。学校は一生懸命お母さんに「サービス使ってくださいね」

と言ったり、「事業所見学に行ってくださいね」って先生は一生懸命に話してい

るのにお母さんの耳に入っていかない、自信満々にセンターに入れると思って



17 

 

いたり、「学校の方が全然聞く耳をもってくれなかったんだよね。あなたは同じ

経験をしてきた人だから大変だといってやっと理解してくれた」と言う。私はこ

の知人だったと思うのですけれども、本当はそれでは困るなと。ケースワーカー

さんはこのお母さんは分かってくれてないなと実感があるかなと思うので、そ

んな時にフォローしてあげる。そういった方にはフォローが必要なのか、私の仕

事になったらいやだなと思いますけど、そういうふうにしないとこの方たちは

出遅れているんです、すでに。なので、いま副会長がおっしゃったように事業所

が少ないから、ショートステイを使いたい、移動支援が使いたいといっても、今

新規の方は受けていないと事業所さんはおっしゃるので。出遅れているから今

から使いたいといっても使えない、だけどお母さんが病気でもしたらどうする

のということになるし、あの自信満々の方も今高校三年生になりましたけど昨

年まで一度も事業所見学に行ったことがないと言っていましたから大変だなと

思いますし。やっぱりそういうところにフォロー、相談に来るのをまっているの

ではなくてこっちから「ねぇねぇ」って話しかけなければいけないのかなと思い

ます。 

 

（副会長） 

続けてなんですけれども、そういう委員の思いとかは、この資料の４だと思うん

ですね。やはり今サービスを利用していかなくてはいけない人たちが多くなっ

てくるというところで小金井市内にこういった施設を作ってほしい、そこで体

験なりできるような内容を考えていって、ぜひ小金井に施設ができればいいと。

十分これを計画の中に反映させるべきだと思います。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございます。 

歴史的に経過を振り返ると、相談支援のルーツは本当はアウトリーチだったん

です。ところが相談支援になって、だんだん申請主義の窓口に戻ってしまった。

相談支援センターに来ないと情報がもらえない、そこは小金井市が大胆に、一遍

では無理だとしても、アウトリーチによる相談の仕組みに挑戦できればなと思

います。 

 

（委員） 

よろしいでしょうか。 

 

（会長） 

はい、どうぞ。 
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（委員） 

いいですか。こちらに先ほど相談の話も出ましたけれど、こちらの４番の強化が

必要とありますけれども、特に私自身周りにいるのが、本当に具合が悪い身体の

人もそうだし難病の方もそうですが、体調が悪くなったときは相談したくても

できない状況になるっていうのもあったり、あとは医療的ケアが必要なお子さ

んのお母さんなんかもそうだと思うんですが、そういったときにもちろん周り

にいてくれれば相談につながるかなと思うんですが、この間もあったのですが

病院関係の人が、私がこういうことをやっていることを知っていて、「なんかあ

りますか。」と。 

病院の人なんかに教えておいてあげるというはどうでしょうか。病院が市役所

に相談できる場所を知っておいてもらえると相談に繋げられるのかなと。自身

が連絡できない時にはいいのかなと思ったりしました。ケアマネさんとかがつ

いている方であればそういう方がやってくれるかもしれないけれど、ついてい

ない方だと自身でどこに連絡していいのかさえわからない方も結構いらしたの

で、病院だと具合悪くて行くという方が結構いらっしゃるではないかな、こうい

う人がいるということを伝えておくというのはいかがかなとちょっと思ったの

で発言させていただきました。以上です。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございます。具体的な提案をしていただきたいたので次回以降 

障害者計画にどのように盛り込んでいったらよいかということを検討していき

たいと思います。 

はい。そうしましたら資料３－４、課題整理シートの４ 誰もが気持ちよく共に

暮らせる環境作り」についての課題の裏側、次期計画に向けた課題というところ、

また読み上げさせていただきます。 

（資料３－４ Ｐ．２「３ 次期計画に向けた課題」読み上げ） 

ということが４つ目の柱、基本目標４ですね。 

「誰もが気持ちよく共に暮らせる環境づくり」の次期計画への課題としてのた

たき台として出ております。ここもこれまで同様にいろいろとご意見をいただ

ければと思います。 

この障害者計画をやるときに上手に整理しなくていけないのが、障害福祉サー

ビスで考えることと市政と言いますか市全体で政策として考えること、我々障

害福祉分野だけで始まらないということもあるので、そこのところを整理しな

がら、それでも言うべきところは言うという形で道路の整備を障害者計画に盛

り込むということは多分相当難しいんだろうなというふうに思いますけれども、

注文つけることは大事だと思います。 
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（委員） 

いいですか。 

（会長） 

はい、どうぞ。 

（委員） 

私の経験を含めてお話しますと、私はアキレス腱を切ったことが２年ほど前に

ありまして、松葉杖とか使って通院したり街を歩いたりして初めて身体障がい

をもっている人はこんなに苦労してるんだなということが分かったわけですね。

そういう当事者がやっぱり積極的に計画に、今会長が言われたように市の計画

でもここがこうだからこうやってほしいという提案をするというのが大切かな

と私は自分が怪我をしたときに感じました。それからこういう問題については

市はこれは障がいの問題だけでなく民生委員が小金井市の中でいない地域が結

構ある所が多くなっているんですね。災害の時でもそうだし、日常の事もそうで

すけど、これは市の課題として対策を取っていただく、難しいことだと思うんで

すけれども是非積極的に取り組んでいただきたいなと思っています。 

 

（会長） 

はい。民生委員さんのところでいえば・・・。 

はい。どうぞ。 

 

（委員） 

はい。すみません。その民生委員でございます。もう１３年目になるんですけれ

ども、確かに民生委員が地域によっては全くいないところもあるし、例えば私は

北部に所属してるんですが、北部は欠員がとても少ないです。逆に線路の南側が

欠員が多いですね。今民生委員をお願いしたいって回って、私たちも回ってたり

するのですけど、なかなかやってくださる方がいなくてですね。なんというか私

が子どものころはまちに民生委員さんがいても当たり前で、みんな民生委員さ

んが、一般の方も障がいのある方もみんな家を回られてすべてわかっている状

況だったですけれども、何年か前までは私が民生委員をやっていて、障がいのあ

る方のお宅に災害支援、災害の時の要支援者の名簿を作るのに回っていたんで

すが、大体そのお宅に行きますと、ぴしゃっと受け付けられないんですよ。まず、

民生委員ですって言っても、うちはいいです、うちはいいですってまず聞く耳を

持って下さらないし、こちらとしては何かあったときにやはりどんな方がいら

っしゃるのか知りたいし、こういうものがありますよ、ああいうものがあります

よと教えてあげられることもあると思うんですけれども、如何せんあんまり協

力的ではない、なんにも取り合ってもらえないことがほとんどでして、民生委員
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からでも市の方に何年か前にすごく怖い思いをしたと言った人がいて。精神の

方では特に、そういうことがあって、今は精神の方のところには民生委員は一切

行っていないと思います。民生委員としてはいろいろ知りたい、回ってあげたい、

やってあげたいのだけど、向こうでダメと言われたり、もう知っているから来な

いで、民生委員さんは来ないでと言われたりするので、民生委員というのが地域

のそこらへんにいるおばちゃんだよ、おじちゃんだよ、怖くないよ、別に相談で

きるよというのをもっと知ってほしい。というのが民生委員としては常々思っ

ております。以上です。 

 

（会長） 

はい、民生委員のしくみについて地域福祉計画の方で取り上げたりしないんで

すか。課が違うのでしょうか。いずれにしましても今日の段階では民生委員さん

のいる・いないという地域格差がすごくあって、どうして行くかということと、

今の相談に乗れるというのは広い意味での相談支援体制の立て付けをどうする

かということだと思うんですね。民生委員は民生委員、障がいの相談は相談とい

うことではなくて、もちろん身近なところから専門性が高い相談ができるとい

うのを横串というか縦串というか、ネットワークをどう作るのかが大きい課題

だというということで整理させて頂きたいと思います。 

その他いかがでしょうか。 

 

（委員） 

はい。 

 

（会長） 

はい、どうぞ。 

 

（委員） 

この追加課題のところに、災害時の事が書いてありまして、災害時というと避難

所という話題が出やすいですが、私たちの会の中には一人で通所している方が

通所先から外に出て帰る途中、もしくは通所する道中で災害が起きた際にどう

するか、非常に心配されているご家族が多くいます。災害時にどうするかという

のは事業所単位ではいろいろ計画を考えていらっしゃっていると思うんですけ

ど、利用者が外に出ている時の事は事業所によって考え方がいろいろあるのか

なって思いますね。送迎車で移動してる人はまだ送迎車が事業所に戻りますと

か、できるかもしれないけど、一人で就労Ｂ型とかね、一人でその方たちについ

て「個別にそれぞれ考えてね」じゃなくてやはり事業所と市とか、地域安全課な
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のかわからないけれど、ちょっと共有するような仕組み、今の相談の事もすべて

やはり地域で生活するというチーム作りをしましょうって国も言っているので、

そういうチームつくりというのを積極的に福祉だからとか、暮らしだからとか

違うものじゃなくて、一人の障害者がそこで暮らすためのチーム作りというこ

とを積極的に考えなくてはいけないのかなとは思います。 

 

（会長） 

はい。全体の設計みたいなことをちゃんとやらないといけないのかなというこ

とですね。一個一個の目標をどうするかという事と全体の立て付けの仕方が重

要かなと思います。 

はい、いかがでしょうか 

ここで一応予定していた時間ということで。 

はい、どうぞ。 

 

（委員） 

小金井市の災害についてです。小金井市には福祉避難所はあるのでしょうか。 

何箇所かあるのでしょうか。障害者センターが福祉避難所だとして、小金井市は

福祉避難所がいくつかありますよね。ですけれども福祉避難所だけでは市内の

障害者すべて入るということはできないと思いますけれども、違いますか。足り

ますか。私は足りないんじゃないかなと思っています。話は変わりますが一般の

人が集まる避難所、障害者でも入れる、そのような雰囲気、そういう枠を作る、

福祉避難所の枠ということではなく、一般の避難所のところにも障害者が一緒

に避難ができ、そこで生活ができる、そういうことがすごく大事じゃないかと思

います。そのための体制をどうしていくか、非常に難しいところはあるかもしれ

ませんが、先ほどお話があったように民生委員の方が足りない地域もあるとい

う話もありました。その足りないところは逆に一般の人が障害者を支援する、そ

んなような啓発かな、その言葉のイメージが湧きませんが、私が言いたいのは福

祉避難所に障害者がすべて入りきらない、無理だと思いますが、そういうところ

を考えて、その災害対策の見直しみたいなのをしていきたいと思うんですが。 

 

（副会長） 

福祉避難所のことでしたら少しお話しできると思うんですが、委員が今おっし

ゃっているように、福祉避難所にすべての障がいの方が避難できるかと言った

ら出来ないと思います。実際にはどういう立て付けになっているかというと、災

害時に家の近くのいっとき避難所にまず行きます。今までは委員がおっしゃっ

ていたように配慮する部分があまりなくてですね、避難所に避難するだけのも
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のだったですが、最近はですね、高齢の方や障害の方がそこで過ごせるような立

て付けになっております。また福祉避難所はですね、開設の要請があった場合に

開くものでして、ただここも今国が新たに作ったものと小金井市で作っている

防災計画が少し違うんですが、トリアージをして、各いっとき避難所から避難す

るのが妥当とされる人については福祉避難所の方に避難していただくといこと

になっております。ですからある程度委員が心配されていることは現時点では

一応そういう仕組みになっているかと思います。ただそういう仕組みですとい

うところをどうやって伝えていくか、皆さんに認識してもらえるか、情報発信と

かが大切なんじゃないのかなと思っております。以上です。 

 

（会長） 

はい。これについて避難所の問題、あるいは災害の問題は非常に重要ですので、

今のご意見をベースにしながら次回以降検討に入っていきたいと思います。 

そうしましたら、ちょっと時間が超過をしておりますので、今日の話はここまで

にして事務局の方にまた意見があればお寄せいただくということになろうかと

思いますので、その辺り事務局の方から説明いただいてよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

はい。事務局です。次回は専門部会ということで、当日皆さんで共有することが

できませんので、事務局の方で事前に集約をして開催前に委員の皆様に配信さ

せていただきたいと思います。追加意見につきましては二週間後の６月２１日

を期日としてメールまたはファクシミリでお寄せいただきたいと思います。い

ただいたご意見について、基本目標ごとに取りまとめまして部会用の資料とし

て作成し、７月３日を目途に委員の皆様に配信させていただきますので、事前に

目を通していただいた上で、７月１２日開催予定の専門部会でご協議いただき

たいと思います。ただ専門部会の方の開催はそれぞれ別会場になりますので、結

論につきましてはそれぞれの部会長にご一任いただきまして、その後の合同部

会で最終決定させていただきたいと思っております。説明は以上です。 

 

（会長） 

はい。確認ですけれども、今日はここまでにしますけれども、他にご意見があれ

ば６月２１日までに事務局の方に届けてください。メールまたはファクシミリ

で。７月３日を目安にして集まった意見を皆さんに配信しますので、それを見て

いろいろと検討というか意見をまとめておいてください。そして１２日の専門

部会でこれについて協議して合同部会の方で最終決定すると。最終決定という

と重いですね。少しきちんと集約させていただく、今回の意見についてそういう
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ふうにしていきたいと思います。 

日程のところでは、よろしいでしょうか 

はい。いろいろとまだあるかと思いますが時間の配分もありますので、ここまで

にさせていただいて、次に障害者（児）・家族防災パンフレットの件についてと

いうことで事務局の方からお願いいたします。 

 

（事務局） 

事務局です。５月１０日開催した専門部会でそれぞれ協議していただいた結果

について、その後の合同部会で協議していただいた結果、「障害者（児）・家族防

災のパンフレット」の発行にあたりましては、修正案のたたき台を作った上で一

定の整理が必要ではないかということになりました。つきましては修正案のた

たき台を作るためのワーキンググループを開いていただきたいと思います。ワ

ーキンググループのメンバーとしては各部会長のほか、それぞれの部会から一

名程度選出していただければと思っております。本日の協議事項といたしまし

ては、ワーキンググループのメンバーの選出までしていただきまして、開催日程

や進め方につきましては、事務局とそこで決まったメンバーとで調整させてい

ただきたいと思います。説明は以上です。 

 

（会長） 

はい。これは短期になります。 

これについてはそれぞれの部会長が入っておりますので各部会の方から基本一

名出して頂いて、ぎゅっと確認して作成に当たりたいと思いますが、自薦他薦で

いかがでしょうか。（各部会から１名選出） 

 

（会長） 

ありがとうございます。それでは、生涯発達支援部会から畑委員、社会参加・就

労支援部会から中村委員、相談支援部会から渡邊委員。これでちょっと日程調整

していただければと思います。事前準備がうまくいけば一回で済むかなと感じ

もしますので、効率よく進められればと思います。 

はい。ありがとうございました。そうしましたら用意していたものは以上なんで

すけど、その他について事務局の方から追加とかございますか。 

 

（事務局） 

はい。事務局です。 

その他といたしまして、障害者（児）・家族防災のパンフレットについて、開催

後に寄せられた意見の整理がまだ出来ていないのが一つと昨日小金井市地域防
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災計画の改定版というものが地域安全課から各課に配布されたところでありま

すので、この改定に伴った修正が必要かどうかというのを確認する必要がある

かと思っております。本日の時点ではそのような途中経過の報告をさせていた

だきたいと思います。以上です。 

 

（会長） 

はい、そうしましたらこの点については次回ということでお願いできればとい

うふうに思います。 

はい。選出の方も終わりました。以上ということになると思いますけれども、皆

さんの方から何か議題あるいは情報共有しておきたいことがございますでしょ

うか。よろしいですか。 

それでは議事としては終了ということになりますので、次回の日程確認の方事

務局の方からお願いいたします。 

 

（事務局） 

はい、事務局です。 

次回は７月１２日水曜日、専門部会の開催となります。 

開催場所は生涯発達支援部会が第二庁舎８０１会議室、相談支援部会が本町暫

定庁舎第一会議室、社会参加・就労部会が本町暫定庁舎第三会議室となっており

ます。時間は午後６時からとなりますのでご注意ください。また全体会としての

開催は８月２３日を予定しております。次回の予定については以上です。 

 

（会長） 

はい。開始は午後６時ですね。 

 

（委員） 

８月２３日の全体会は５時ですか。 

 

（事務局） 

はい。８月２３日は５時からです。 

 

（委員） 

場所はどこですか 

 

（事務局） 

８０１会議室です 
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（会長） 

最後に確認をします。次回は７月１２日の専門部会。午後６時スタートで三会場

に分かれる。８月２３日の全体会は午後５時スタートで８０１会議室というこ

とになります。ということでご確認ください。 

それでは以上を持ちまして自立支援協議会を終わりたいと思います。 

ご協力ありがとうございました。 

 

                          


